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〈 我 が 国 に お け

採血所
（献血ルーム、採血車など）

日本赤十字社血液センター

外　国

日本赤十字社

・検査：血液型、感染症検査等

・製造：血液を成分ごとに分離

・保管・貯留※：医療機関から供給要請があるまで冷凍・冷蔵保管

日本赤十字社血液管理センター
・原料血漿の貯留保管※

・検体保管

民間製薬会社
・血漿分画製剤の製造・輸入

日本赤十字
・血漿分画

・原料血漿

・献血の受入れ
　○全血採血
（200ml／400ml）

（血漿／血小板）

「血液事業」とは、一般に、血液を提供していただけ

る人を募集し、人の血液を採取し、血液製剤（人の血液

又はこれから得られた物を有効成分とする医薬品。輸血

用血液製剤と血漿
しょう

分画製剤がある。）として、治療を必

要とする患者のため、病院等に供給する一連の事業のこ

とをいいます。

下図のとおり、我が国の血液事業は、国民の皆様の献

血によって成り立っています。

献血とは、「自発的な無償供血」のことであり、血液

製剤を必要とする患者のために、供血者が血液、血漿
しょう

、

その他の血液成分を自らの意思で提供し、かつそれに対

して、金銭又は金銭の代替とみなされる物の支払を受け

ないことをいいます。我が国では、血液製剤の原料とす

るために金銭を対価として採血すること（有償採血）は、

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の規定

により禁止されています。
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る 血 液 の 流 れ 〉

医療機関
・血液製剤の使用

社血漿分画センター
製剤の製造

の貯留保管※

〈輸血用血液製剤〉

〈血漿分画製剤〉

卸

売

販

売

業

者

献血の受入れは、我が国で唯一、採血事業者として許

可を受けている日本赤十字社が行っています。

採取された血液は、同社の血液センターにおいて、検

査・調製工程を経た後、輸血用血液製剤や血漿
しょう

分画製剤

の原料である原料血漿
しょう

に調製されます。

輸血用血液製剤を製造・供給しているのは、我が国で

は日本赤十字社だけです。

国内で採取された血液に由来する血漿
しょう

分画製剤につい

ては、日本赤十字社が自社の血漿
しょう

分画センターで原料血

漿
しょう

から加工しています。また、同社は原料血漿
しょう

や血漿
しょう

分

画製剤の製造過程で生じた中間原料を国内の血漿
しょう

分画製

剤の製造販売業者に配分しています。

輸血用血液製剤は、主に血液センターから直接、血漿
しょう

分画製剤は血液センターや民間製薬会社から卸売販売業

者を通じて、医療機関に供給され、患者の治療に使用さ

れています。




